
第５回農業委員会総会議事録 
 

 

  １．日  時 令和５年５月８日（月）  午前９時５８分～ 

 

  ２．場  所 野辺地町中央公民館 第３会議室 

 

  ３．会議に出席した委員 

１番 野田頭 政 子  ２番 毛 利 勝 廣  ３番 野 坂 長太郎   

４番 村 山 勝 雄  ５番 田 村 敬 一  ７番 高 松   誠 

８番 魚 住 ゆり子  ９番 髙 田 光 雄 

 

４．会議に欠席した委員 

６番 福 士 重 光 

 

  ５．会議に出席した農地利用最適化推進委員 

    野 坂   勝 杉 山 福 行  柴 崎 幸 三  古 沢 高 明   

村 山   茂 二ツ森  均   江刺家 昭 彦 

 

  ６．会議に欠席した農地最適化推進委員 

    なし 

 

 ７．会議に出席した職員 

事務局長 長根 一彦  事務局長補佐 上野 優 

総括主査 黒澤 晋一 

 

  ８．会議に付した案件 

議案第７号 野辺地町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針の 

一部改正 

報告第７号 農地法第３条の３（相続等による権利移動） 

報告第８号 農地法第１８条（通知） 

 

９．議事の概要 

       以下のとおり。 
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議 長 

 

７ 番 

 

事務局 

 

議長 

 

 

【開会時刻９時５８分】 

 

ただいまから、野辺地町農業委員会、第５回総会を開会いたします。 

 本日の出席委員数は８名です。定足数に達しておりますので、本会議は成

立いたします。 

 本日の付議案件は議案が１件、報告２件となっております。 

事務局に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 議事録署名者は議長の指名で差し支えありませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認め、３番 野坂 委員と、８番 魚住 委員にお願いします。 

議事に入ります。 

「議案第７号 野辺地町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する

指針の一部改正について」を議題といたします。事務局の説明をもとめます。 

 

議案書１ページをお開き願います。 

議案第７号 野辺地町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指

針について、令和４年５月１３日にて指針を定めておりましたが、令和５年

４月１日施行の農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、改正するもの

であります。主な改正については目標に対して評価の方法を指針に定めるこ

ととなりました。 

改正個所は赤文字で示してあります。１．遊休農地の解消について（１）

遊休農地の解消目標について、改正前は令和３年度末時点でしたが、令和４

年度末時点に修正いたしました。（３）遊休農地の発生防止・解消の評価方法

については、法改正に伴い評価方法を指針に定めることとなったことから新

たに定めたものであります。 

議案書２ページをお開き願います。２．担い手への農地利用集積について

の（３）担い手への農地利用の集積・集約化評価方法について新たに定めた

ものでございます。続きまして、３．新規参入の促進について（３）新規参

入の促進の評価方法について新たに定めたものでございます。こちらも先ほ

どと同じく法の改正に伴い新たに定めたものでございます。以上が改正の内

容でございますけれども、本指針については、各目標を達成すべく委員の皆

様に活動いただいており、この目標を達成するために活動していただいた活

動に対して交付金を皆様にお支払いしておりますので、今年度も引き続き活

動いただきますようお願いいたします。 

以上で議案第７号の説明を終わります。 

 

それでは議案第７号について、御審議願います。御意見等ございませんか。 

 

新規参入の話があったけども、○○も実績に入るんですか。 

 

入ります。 

 

その他ございませんか。それでは議案７号について、原案のとおり決定す

ることでご異議ございませんか。 
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（異議なし） 

 

異議ないものと認め、議案７号については原案のとおり決定することとい

たします。 

次に、「報告第７号 農地法第３条の３について」を議題といたします。事

務局より説明をお願いいたします。 

 

議案書３ページをお開き願います。 

 

【議案書をもとに説明】 

 

報告第７号の説明については以上です。 

 

それでは報告第７号について、御意見ございませんか。 

 

（なし） 

 

次に「報告第８号 農地法第１８条について」を議題といたします。事務

局より説明をお願いいたします。 

 

議案書４ページをお開き願います。 

 

【議案書をもとに説明】 

 

報告第８号については以上です。 

 

それでは報告第８号について、御意見等ございませんか。 

 

 借受人は農家ですか。 

 

 会社として農業を営んでいる方です。 

 

（ なし ） 

 

 

 

 

質問も無いようですので、これをもちまして本日の議事を終了

いたします。 

 

 

 

【閉会時刻１０時０５分】 

 


